
「行政改革大綱　後期行動計画（案）」に対するパブリックコメントにおける市民意見及び委員会の考え方（案）

内容

1

(1)行政運営の
状況の分かりや
すい情報提供・
効果的な情報
共有

市の情報を得るためにホームページや広報紙を
参考にしているが、市の情報が不足しているとは
思わない。
市民満足度調査結果において、満足度が51点
となっているのは、情報に対して受身になってい
る市民の評価が影響しているのであり、積極的
に情報を得ようとして、ホームページや広報紙を
閲覧して情報が得られないとは思えない。それ
で得られなくても、市役所の訪問や電話問い合
わせをすればよい。

市からの情報発信・情報提供について、
計画（案）においては、積極的に情報を
求める市民が容易に取得・理解できるこ
とはもちろんのこと、ご指摘の受身に
なっている市民も含めて、市の発信する
情報に少しでも関心を持っていただける
ような情報提供・情報発信に努めていく
べきものとして記載しています。

2

(1)行政運営の
状況の分かりや
すい情報提供・
効果的な情報
共有

市外への情報発信については、市は観光都市
でないことから、観光客への情報発信は不要で
ある。
また、転入者を増やすため、市外への情報発信
は一定程度必要であるとは思うが、若い世代が
住居を購入するにあたって参考にするのは、決
して役所からの情報ではなく、知人・友人の評判
や口コミサイトからの情報である。したがって、
ホームページのリニューアルやPRサイトの作成
は予算の無駄遣いであり、広報紙の充実や現在
のホームページの適正管理をもって目標達成と
考えてよいと思われる。

市外への情報発信については、市では
若い世代の定住人口の増加に向けた子
育て支援等の施策を進めており、ご指
摘のとおり、知人・友人の評判や口コミ
サイトも市の住環境等を知りうる手段とし
て考えられますが、ホームページのリ
ニューアルやPRサイトにより、市民の利
便性の向上につながるだけでなく、市が
提供している住民サービス等の効果的
なPRの一つの手段として、市外に対し
て市の認知度を高め、定住人口の増加
につなげていくべきと考えています。

3
(3)市民自治協
議会の設立拡
大と運営支援

共働き世帯が増加し、また自治会への未加入世
帯が増加する中、自治会運営が危機的状況に
あるのは、市民政策提案制度において、自治会
運営に関する提案がなされていたことから明らか
である。
しかし、高齢化や共働き世帯が増加すればする
ほど、地域の活動が必要となってくることは確か
であり、そこでNPOやボランティアを活用すること
は賛成であるが、これ以上自治会の負担を増や
す市民自治協議会の設立拡大は時代錯誤であ
る。

市民自治協議会は、小学校区程度以下
の地域で構成され、その設立におい
て、自治会は、中心的な役割を担うこと
になります。しかし、これまで自治会が
担っていた役割の一部を協議会に移行
することにより、ご指摘の自治会の負担
が軽減される可能性があると考えていま
す。
また、市民自治協議会の設立により、地
域の各種団体が参加することで、地域
課題に対する解決力や地域コミュニティ
や住民同士のつながりの強化につなが
ると考えていますが、行政が主体となっ
て急いで設立するものではなく、それぞ
れの地域において、その必要性などを
十分に検討していきながら、設立に向け
た支援を進めていくべきものと考えてい
ます。

備考意見に対する委員会の考え方意見の内容分類項目No
修正内容（案）

箇所

資料２
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内容
備考意見に対する委員会の考え方意見の内容分類項目No

修正内容（案）

箇所

4
(3)市民自治協
議会の設立拡
大と運営支援

市民自治協議会を設立する意義をいまだに理
解できない。目標数値が年間1か所とのんびりし
た行動計画がその証左であり、このような無駄な
仕事はやめて、本来の業務に精励すべきです。
もし、協議会の設立を進めるのであれば、既に
体制が出来上がっている地区に同等の扱いを
するよう強く求めます。

市民自治協議会の設立目的について
は、上記No3の考え方のとおりです。
数値目標については、協議会設立にあ
たり、地域の理解、連携が不可欠であ
り、地域課題についても、各地域におい
て異なることから、プラットフォーム（設立
準備会）を通じた十分な連絡調整等が
必要であることを踏まえ、年間1か所と設
定しているものです。
また、市民自治協議会は、行政が主体
となって急いで設立するものではなく、
それぞれの地域において、その必要性
などを十分に検討していきながら、設立
に向けた支援を進めていくべきものと考
えています。

5
(4)市民、NPOな
ど協働のパート
ナーへの支援

予算に余裕があるのであれば、「マイサポいこ
ま」の制度はすばらしいと思うが、予算が限られ
ている中で、人気投票のような制度で予算を分
配する制度は愚策である。市民による人気投票
ではなく、積極的に地域課題を解決できる団体
に限って市が責任をもって予算を分配する制度
に改めるべきである。無償の自治会活動に依存
し続けるのではなく、ある程度報酬を支払って地
域活動を維持していくしかないと考えることから、
取組項目「(3)市民自治協議会の設立拡大と運
営支援」と併せて再検討を要望する。

「生駒市民が選択する市民活動団体支
援制度（マイサポいこま）」については、
市民活動団体に対する財政的支援の
拡充とともに市民活動に対する市民の
理解・関心の向上を図ることを目的とし
ており、大きなポイントとして、地域課題
解決に向けた事業に取り組んでいる団
体の事業の必要性を最も感じている市
民の皆さんの意見を直接反映できる点
にあると考えます。
また、地域課題の解決については、ご指
摘のとおり、自治会だけでなく、各種団
体等との連携・協力のもと、解決に向け
て行政も支援していくべきものと考えて
います。

6
(5)市民政策提
案制度の効果
的な運用

市民政策提案制度において、提案の要件として
10名の署名を求めているが、地域のつながりが
希薄化している中、10名の署名を集めるのが困
難であることから、もっと提案の要件を緩和すべ
きである。

市民政策提案制度については、提案の
要件として10名以上の連署を求めてい
ます。
本要件については、一定数の市民の総
意に基づく提案とすることにより、未成熟
な提案が多数提出されることによる混乱
の防止や提案が事業化された場合の提
案者の協力体制等を勘案して設定され
ています。
本制度は、昨年10月から運用を開始し
て間もないことから、ご意見について
は、今後の制度の運用状況を踏まえ
て、要件の緩和も含めて検証することを
記載することとします。

P.6

(5)市民政策提案制度の
効果的な運用

【各年度の取組】

平成28年度に
「運用状況を踏まえた制度
の検証」を追加
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内容
備考意見に対する委員会の考え方意見の内容分類項目No

修正内容（案）

箇所

7

(7)民間委託の
範囲の拡充など
民間活力のさら
なる活用

予算削減の方法として、民間委託の範囲拡充は
重要と考えるが、民間へ委託したことにより、中
長期的な予算削減の検証や委託の際の入札の
検証は厳格に行っていくべきである。

これまでも市では、積極的に民間委託を
推進してきましたが、今後も引き続き行
政と民間との役割分担を見極めるととも
に、民間委託による効果等を、コスト面
だけでなく、市民サービスの面からも検
証し、民間活用の成果を明らかにしてい
くことが本委員会においても必要である
と考えます。

(9)既存公共施
設等の活用と長
寿命化に向けた
中長期的な計
画策定

(10)広域連携を
活用した事業等
による市民サー
ビスの向上

9 行政改革全般

現場を実地検証等をすることなく、むやみにコス
トカットに偏重した現在の行政改革の姿勢には
強い不信と不快感を覚えます。
単に上司や審議会等委員の方針に従うだけで
なく、事務局の良心と奮起を求めます。

行政改革については、事務事業の見直
しや補助金の見直しなどコスト削減に注
目されがちですが、市行政改革大綱に
示されているように、行政改革の目的
は、効率化を追求すること自体ではな
く、市民福祉・市民サービスの向上にあ
ります。
行政改革を引き続き進めていくにあたっ
て、市は、行政改革の目的をもっと積極
的に市民に周知・理解を求め、市民の
行政改革に対する理解を通じて、目的
達成のため、市民の皆さんをはじめ、企
業などあらゆる主体との信頼関係を構築
し、真に必要とされる市民サービスの向
上に取り組んでいくべきと考えます。

8

ご意見のとおり、人口及び市の収入が
減少傾向にある中、財政負担を平準化
していくためには、既存公共施設の改
修、更新を計画的に行うことで、施設の
長寿命化を図っていくことが求められて
おり、対策に取り組まれています。
それと併せて、市単独による施設の整
備、維持管理を行っていくことも、将来
的に困難になってくることも予想されるこ
とから、ご意見のとおり、市域や県域にと
らわれない広域連携を活用した事業等
を促進していくべきと考えます。

高度成長期に建築したインフラの老朽化につい
ては、市に限らず全国的な課題であり、予算が
限られる上、人口が減少していく中、建替え・長
寿命化・取壊しの取捨選択が重要になってくる
が、近隣都市との連携は非常に有益であると考
える。隣接市では清掃センターと火葬場の移転
にかなり難渋しており、本市も今後移転となった
場合、候補地で反対運動が起こるのは必至であ
る。実際、市の火葬場はかなり老朽化している。
今後、清掃センターや火葬場の共同運用も視野
に入れるべきであるが、府県をまたぐ共同運用
は困難なのか。
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